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酬庁定期借地権で取扱い明らかに

国税庁は、このほど定期借地権の設定に伴

う保証金の取扱いを明らかにした。

定期借地権は、期間が50年間で限定する

こともできるため、今までの借地権とは異な

り、その設定に際に保証金を賃貸人が賃借人

に支払うケースが多い。そこで保証金を受け

ることによる経済的利益が課税されるのかが

焦点となっていた。

今回明らかにされた取扱いでは、①業務の

運転資金や業務用資金の取得資金に充てる場

合は実質的に課税しない、②預貯金、公社債

などの金融資産で運用されている場合につい

ても保証金の経済的利益については課税しな

い、③それ以外のケースは、各年毎の10年

長期国債の平均利率（平成5年分については

4％）を収入金額とすることとされている。

業務用の運転資金や資産の取得に充てた場

合は、実質的に課税されないものの適正な利

息相当額を、不動産所得の金額の計算上収入

金額に算入するとともに、同じ額を各種所得

の必要経費に算入することが必要となる。

また、保証金を預貯金、公社債、指定金銭

信託、貸付信託などの金融資産に充てている

場合は、それら金融資産の利息に対して課税

が行われているので、保証金を運用すること

で生ずる経済的利益に対して改めて課税はし

ないというもの。

一方、これ以外のケースについては、平均

利率を保証金返還するまでの各年分の不動産

所得の金額の計算上、収入金額に算入するこ

とになる。
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